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平
成
19
年
４
月
か
ら
、
新
た
に
保

育
園
へ
の
入
所
を
希
望
さ
れ
る
園
児

の
募
集
を
行
い
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、
別
表
の
日
程

で
受
付
を
行
い
ま
す
の
で
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
児
童

　
平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
、
生
後

６
か
月
以
上
で
、
次
の
基
準
に
該
当

す
る
児
童
。

▼
入
所
基
準

　
保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
該
当
し
、
同
時
に
ほ
か
の
家
族
ら

も
保
育
が
で
き
な
い
こ
と
。

①
居
宅
外
・
居
宅
内
で
日
常
の
家
事

以
外
の
労
働
を
し
て
い
る
。（
１
日

４
時
間
以
上
・
週
４
日
以
上
）

②
母
親
が
妊
娠
中
ま
た
は
出
産
前
後
。

③
疾
病
・
負
傷
又
は
心
身
に
障
害
が

あ
る
。

④
家
庭
に
長
期
に
わ
た
る
病
人
等
が

い
て
、
常
時
介
護
を
必
要
と
し
て

い
る
。

⑤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
状
態
。

▼
入
所
申
込
用
紙
の
配
布
・
受
付

　
申
込
用
紙
は
、
11
月
１
日（
水
）か

ら
保
健
セ
ン
タ
ー
と
各
保
育
園
で
配

布
し
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
０
６

保
育
園
の
民
営
化
に
つ
い
て

　
大
磯
保
育
園
に
つ
い
て
は
、
平

成
20
年
４
月
を
目
標
に
民
営
化
を

進
め
て
い
ま
す
。

平
成
１９
年
4
月
か
ら
の

保
育
園
児
を

保
育
園
児
を

保
育
園
児
を受付日程表

保健センター 1階  子育て介護課子育て支援班

町外の保育園
大磯保育園

国府保育園

日
時

場
所

12月11日（月）・13日（水）
9：00～18：30
12月12日（火）
9：00～19：15

12月7日（木）・ 8日（金）
9：00～18：30

募
集
募
集

　
11
月
１
日（
水
）、
２
日（
木
）、
６

日（
月
）、
７
日（
火
）の
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
に
お
い
て
、
各
幼
稚
園
で

入
園
願
書
の
受
付
を
し
ま
す
。

○
幼
稚
園
連
絡
先

・
大
磯
幼
稚
園
　

☎（
61
）０
５
０
５

・
小
磯
幼
稚
園
　

☎（
61
）４
０
９
３

・
国
府
幼
稚
園
　

☎（
71
）０
５
４
９

・
月
京
幼
稚
園
　
☎（
71
）３
０
５
０

【
10
月
号
の
お
詫
び
と
訂
正
】

　
保
育
料
月
額
８，
０
０
０
円
は
、

正
し
く
は
８，
５
０
０
円
で
し
た
。

ま
た
、
小
磯
幼
稚
園
の
電
話
番
号

に
、
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
訂
正

し
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
学
校
教
育
課
　
☎
内
線
３
２
７

　
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
の
一
環

と
し
て
、
専
門
の
研
修
を
受
け
た
電

話
相
談
員
が
24
時
間
子
育
て
・
児
童

虐
待
電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　
イ
ラ
イ
ラ
し
て
子
ど
も
に
あ
た
っ

て
し
ま
っ
た
方
は
、
一
人
で
悩
み
を

た
め
込
ま
ず
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
い
る

子
ど
も
を
見
か
け
た
と
い
う
方
は
、

情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
　
11
月
16
日（
木
）　
午
前
10

時
〜
17
日（
金
）　
午
前
10
時
　（
連

続
24
時
間
）

▼
電
話
番
号
　
☎（
90
）２
２
６
０

　
な
お
、
通
常
は
月
・
水
・
金
曜
日

の
午
前
10
時
〜
午
後
１
時（
た
だ
し

祝
日
は
除
く
）で
開
設
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
町
で
も
、
児
童
虐
待
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

21
ペ
ー
ジ
の
相
談
の
案
内
を
確
認

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
０
６

　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
）、

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト（
職
場

等
に
お
け
る
性
的
い
や
が
ら
せ
）、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
に
関
す
る
女

性
の
人
権
相
談
を
電
話
で
受
け
付
け

ま
す
。

▼
相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員

▼
相
談
日
時

11
月
13
日（
月
）〜
19
日（
日
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
30
分

　
た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
は

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

▼
電
話
番
号
　

・
常
設
電
話
番
号

　
☎
０
４
５（
２
１
２
）４
３
６
４

・
特
設
電
話
番
号

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

◎
問
い
合
わ
せ

・
横
浜
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
４
５（
２
１
２
）４
３
６
４

・
地
域
協
働
課
　

☎
内
線
２
３
７

入
園
願
書
の
受
付

幼
稚
園

幼
稚
園

幼
稚
園

幼
稚
園

幼
稚
園

全国一斉全国一斉

子育て・
虐待防止
ホットライン

子育て・
虐待防止
ホットライン

子育て・
虐待防止
ホットライン

☎（９０）２２６０

女性の人権
　　ホットライン

強化週間

11月13日（月）～19日（日）


